
 
 

平 成 3 1 年 3 月 1 2 日 
大 臣 官 房  技 術 調 査 課 
総合政策局 公共事業企画調整課 
国 土 技 術 政 策 総 合 研 究 所  

 
平成 31 年度国土交通省土木工事・業務の積算基準等の改定 
～i-Construction の「貫徹」に向け、継続して環境整備に取り組みます～ 

 
国土交通省では、働き手の減少を上回る生産性の向上と担い手確保に向けた働き方

改革を進めるため、建設現場の生産性向上を図る i-Construction の推進等に取り組
んでいます。 

生産性革命「貫徹」の年である本年、公共工事の品質確保に関する受発注者の責務
等を定める品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)の基本理念等に則るとと
もに、i-Construction の更なる推進や働き方改革に取り組める環境の充実等を図る観
点から最新の実態を踏まえ、土木工事及び業務の積算基準等の改定を行います。 

なお、これらの基準等は、全国の地方自治体にも情報提供することとしています。 
 
【改定項目】 

１．i-Construction の貫徹 
２．働き方改革に取り組める環境整備 
３．品確法を踏まえた積算基準の改定 
４．共通仕様書等の改定 

 
 ※ 詳細は別紙のとおり 
 
 
 
 
  

問い合わせ先            国土交通省 TEL：０３－５２５３－８１１１(代表) 
大臣官房技術調査課          TEL：03-5253-8221  FAX：03-5253-1536 

 （担当）工事全般          事業評価・保全企画官  辛嶋
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（内線22357） 
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だ い す け

（内線22352） 

 （担当）電気通信関係        課長補佐        小嶋
こ じ ま

 正一
しょういち

（内線22364） 
総合政策局公共事業企画調整課     TEL：03-5253-8286  FAX：03-5253-1556 

 （担当）標準歩掛          課長補佐        矢野
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（内線24921） 
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 直樹
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（内線24943） 
国土技術政策総合研究所社会資本マネジメント研究センター社会資本システム研究室 
                   TEL：029-864-2677  FAX：029-864-2547 
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別紙 
○土木工事積算基準等改定概要 
 
１．i-Construction の貫徹 
＜工事＞ 
（１）ICT 施工の更なる普及（小規模施工の区分の新設） 

土工（掘削）において、現行の施工土量 5 万 m3、1 万 m3 による区分に加え、小
規模（5,000m3 未満）の区分を新たに設定する。 

（２）現場管理費の改定 
新技術導入等に要する現場経費（外注経費等）の増加を踏まえ、最新の実態を

反映し、全工種区分の現場管理費率を改定する。 
（３）ＩＣＴ積算基準の新設 

ICT を取り入れた技術により生産性向上を図るため、積算基準を新設する。 
①「ICT 法面工(吹付工)」、②「ICT 付帯構造物設置工」、③「ICT 地盤改良工(浅 
層、中層混合処理)」の積算基準を新設する。 

 
２．働き方改革に取り組める環境整備 
＜工事＞ 
（４）週休２日に取り組む際の必要経費の計上 

週休２日の実現に向けた環境整備として、現場閉所の状況に応じた労務費、機械
経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費の補正係数を継続する。 

（５）週休２日交替制モデル工事（仮称）の試行 
建設業の働き方改革を推進する観点から、休日を確保するための新たな取り組みとし

て、技術者、技能労働者の交替制による週休２日モデル工事を試行する。 
 
＜業務＞ 
（６）旅費交通費の率化について 

実態を踏まえ、旅費交通費の設定を改定する。 
 
３．品確法を踏まえた積算基準の改定 
＜工事＞ 
（７）間接工事費の施工地域補正の適用工種拡大 

下水道工事の実態を踏まえ、共通仮設費、現場管理費の施工地域区分に大都市
補正を適用する。 
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（８）熱中症対策に資する現場管理費補正の導入等 
工事現場の安全（熱中症 ）対策に係る費用とし、気候及び施工期間を考慮した

現場管理費の補正を導入する。 
（９）被災地域における間接工事費の補正係数（継続） 

東日本大震災被災地（岩手県、宮城県、福島県）及び熊本地震被災地（熊
本県）における工事量の増大により資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低
下に伴う間接工事費の補正等について、施工実態を踏まえ平成３１年度も継続する。 

（10）土木工事標準歩掛 
土木工事標準歩掛は、実態調査の結果を踏まえ、新規工種の制定及び既存制定

工種を改定する。 
１）新規制定【１工種】 

①法面工（仮設用モルタル吹付工） 
２）維持修繕に関する歩掛の改定（適用範囲の拡大）【３工種】 

①構造物補修工（ひび割れ補修工）［充てん工法］、②構造物補修工（ひび
割れ補修工）［低圧注入工法］、③構造物補修工（断面修復工）［左官工
法］ 

３）日当たり施工量、労務、資機材等の変動により改定を行った工種【９工種】 
①軟弱地盤処理工（スラリー撹拌工）、②函渠工（大型プレキャストボックスカル
バート工）、③場所打杭工（全回転式オールケーシング工）、④場所打杭工（ダ
ウンザホールハンマ工）、⑤敷鉄板設置・撤去工、⑥路面切削工（切削オーバーレ
イ工 ）、⑦トンネル工 （ＮＡＴＭ）［発 破 工 法 ］、⑧トンネル工 （ＮＡＴＭ）
［機械掘削工法］、⑨小断面トンネル工（ＮＡＴＭ） 

（11）施工パッケージ関係 
物価変動に関する標準単価の見直し等により、施工パッケージ歩掛を改定する。 
１）日当たり施工量、労務、資機材等を改定する工種【１７工種】 

①土工、②土工（ICT）、③吹付のり面とりこわし工、④排水構造物工、⑤コンクリ
ート削孔工、⑥殻運搬、⑦土工（砂防）、⑧路盤工、⑨路盤工（ICT）、⑩アス
ファルト舗装工、⑪排水性アスファルト舗装工、⑫立入り防止柵工、⑬路側工（据
付け）、⑭道路付属物設置工、⑮舗装版破砕工、⑯側溝清掃工（人力清 掃
工）、⑰沓座拡幅工 

（12）電気通信編 
電気通信設備に関する標準歩掛は、実態調査の結果を踏まえ、既存制定工種 を

改定する。 
１）歩掛改定【５工種】 

①配管・配線工、②配線器具設置工、③通信配線工、④光ケーブル敷設工、⑤トンネル
照明設備設置工 
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（13）機械設備編 
機械設備に関する標準歩掛は、実態調査の結果を踏まえ、既存制定工種を改定する。 
１）歩掛等改定【３工種】 

①点検・整備における一般共通（トンネル換気設備、非常用施設）、②水門設備、③揚
排水ポンプ設備の歩掛等を改定する。 

 
＜業務＞ 
（14）設計業務等標準歩掛 

弾性波探査業務の標準歩掛を実態調査に「照査」を追加する。 
 
４．共通仕様書等の改定 
（15）土木工事共通仕様書等 

土 木 工 事 共 通 仕 様 書 、施 工 管 理 基 準 、電 気 通 信 設 備 工 事 共 通 仕 様 書 につい
て、ＩＣＴ技術の全面的な活用を推進するための基準策定並びに技術基準等との整
合を図り、改定等を実施。 

（16）業務共通仕様書等 
土木設計業務等共通仕様書、測量業務共通仕様書、地質・土質調査業務共通

仕様書、電気通信施設設計業務共通仕様書について、各種基準類の改定等を踏ま
え一部改定する。 

 
※改定される積算基準等の適用は、平成３１年４月１日以降に入札書提出締切日が設定さ

れるものから適用する。 

 



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

平成31年度 国土交通省
土木工事・業務の積算基準等の改定

国土交通省
大臣官房技術調査課
総合政策局 公共事業企画調整課
国土技術政策総合研究所
社会資本ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究ｾﾝﾀｰ 社会資本ｼｽﾃﾑ研究室

参考資料



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

１．i-Constructionの貫徹



【機密性２】
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施工土量別の工事件数(H30年度)

（１）ＩＣＴ施工の更なる普及（小規模施工の区分の新設）

○中小企業がＩＣＴ施工を実施し易い環境を構築するため、施工土量の区分による施工の効率性等が異なる実情を
踏まえ、土工（掘削）について、小規模施工の区分を新設

ＩＣＴ施工の対策

小規模５千ｍ３未満の区分を新設

↓新たな区分 ↓現行の区分
(H30年4月適用)

↓現行の区分

土工（掘削）の現状

※H30年度発注ICT土工（H30.10月時点）

工 事
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【機密性２】
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現行 改定

（２）現場管理費の改定

※直近の改定：H28年度の橋梁保全の追加、河川・道路構造物、鋼橋架設、道路維持の改定

○新技術導入等に要する現場経費（外注経費等）の増加を踏まえ、全工種区分の現場管理費を改定

間接工事費（諸経費率及び算定式）の改定
■現場管理費率の改定イメージ ※「河川・道路構造物工事」の例

【現行】

【改定】

700万 10億

※直接工事費２億円の工事では、
諸経費率 約０．５%増
（現場管理費 約１００万増）

現場管理費の対策

工 事

3

700万円以下 700万円超え10億円以下 10億円超え
41.29% 420.8×Np-0.1473 19.88%

700万円以下 700万円超え10億円以下 10億円超え
42.50% 457.7　×　Np-0.1508 20.11%



【機密性２】
（３）ICT積算基準の新設① ICT法面工(吹付工)

維持管理面データによる検査ICTを用いた施工管理現況を踏まえた設計

発注者

OK

設計・
施工計画

施工 検査

③施工、出来高、出来形管理 ④検査の効率化①UAV･TLSによる
３次元測量

②3次元測量ﾃﾞｰﾀに
よる設計・施工計画

人の立入が危険な急
傾斜も短時間で面的
に３次元測量を実施

3次元測量結果から吹付面の
照査に基づく変更数量算出

法面工のうち、吹付けに適用し
今後現場打ち法枠や、プレキャ
スト法枠等へ適用範囲を拡大

TS等を用いた出来形管理
により検査を効率化。

出来形数量確認には点群の他
TS等ノンプリ断面計測も可とする

⑤維持管理の初期
値データへ

ＩＣＴを用いた
現況測量

測量

技術、ソフトウェアの確立
により取得データを点検
等の初期値として利活用

斜面上の測量作業
起工測量（現地形）に基づいて設計
成果を修正、枠割付等、配置見直し 高所斜面上の臨場検査斜面上の出来形計測

従来施工

○ ＩＣＴ活用 土工と合わせて3D設計データを作成し、法面工（吹付工）の施工管理に活用。

○ 従来規格値及び測定項目を使用

4
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【機密性２】
（３）ICT積算基準の新設② ICT付帯構造物設置工

維持管理検査
ICTを用いた
一括施工管理

付帯構造物を
含めた設計

検査

③施工管理、出来高、出
来形管理の効率化

④検査の効率化②土工と合わせた設
計・施工計画

事前測量結果とそれぞれの
設計を重畳

土工と付帯構造物それぞれに
利用可能な３Ｄデータのよる出
来高、出来形管理

３Ｄデータによる
検査で効率化

①ICT土工の
測量

発注者

OK

設計・
施工計画

施工

短時間で施工箇所の
３次元測量を実施

帳票作成・書面検査

側溝

自動作成

⑤維持管理の初期
値データとして活用

起工測量

測量

維持管理にて構造物（管
理対象）の設置位置把握

丁張り＋水糸＋コンベックストータルステーション等

L＝○m

従来施工

○ ＩＣＴ活用 土工と合わせて3D設計データを作成し、付帯構造物の施工管理に活用。

○ ＴＳ等光波を用いた出来形管理
従来規格値及び測定項目を使用

5
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【機密性２】
（３）ICT積算基準の新設③ ICT地盤改良工(浅層、中層混合処理)

施工履歴データ
による検査

検査

ICT地盤改良機械による施工3DMG設計
データの作成

③ICT建機による施工・出来
高、出来形計測の効率化

④ICTの活用による検査の
効率化

①ICT活用に
よる設計・
施工計画

通常施工と同じ
２次元設計デー
タを基に3DMG
設計データの作
成 施工履歴データによる出来高、出来形管理

施工履歴データから帳票自動作成
により書類作成を効率化
実測作業省略による検査効率化

ICT土
工と同
様の起
工測量

発注者

設計・
施工計画

施工

帳票作成・書面検査

OK

発注者

測量

測量

土工と
同様の
起工測
量

設計図

設計図から、施
工数量を算出

区割り等目印に合わせて施
工、目印が消えてしまった場
合は再設置

帳票作成、書類による検査、
巻き尺等による実測作業

設計図に合わせた施
工範囲、区割り等の測
量及び目印設置

②ICTを活用した
施工範囲目印設
置の省略

ICT活用により、施工
範囲等の測量、区割
りの目印設置を省略

OK

管理項目

○ ＩＣＴ活用

従来施工

地盤改良機械の施工履歴データを施工及び施工管理に活用。

帳票自動作成

○ ICT地盤改良工 「出来形管理基準」
従来規格値及び測定項目を使用

6
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

２．働き方改革に取り組める環境整備



【機密性２】

○週休２日の実現に向けた環境整備として、現場閉所の状況に応じた労務費、機械経費（賃料）、共通仕様書、
現場管理費の補正係数を継続

（４）週休２日の補正係数

（４）（５）週休２日に取り組む際の必要経費の計上

（５）週休２日交替制モデル工事（仮称）の試行

○建設業の働き方改革を推進し、休日確保に向けた環境整備とし、新たな取り組みを試行
【対象工事】
工事内容：維持工事及び施工条件により、土日・祝日等の休日に作業が必要となる工事等
発注方式：新規発注工事は、「受注者希望方式」とする

【積算方法（補正係数）】
・補正対象は、労務費とし、現場に従事した全ての技術者、技能労働者の休日確保状況に応じて変更時に補正する

※現場施工体制（技術者・技能労働者）の確保に特別な費用等が必要となる場合は、協議できるものとする

休日率（％）＝ 技術者・技能労働者の平均休日数 ÷ 工期
※休日率は、全ての技術者、技能労働者の平均とする

休日率 4週6休以上7休未満
(21.4%以上25.0%未満)

4週7休以上8休未満
(25.0%以上28.5%未満)

4週8休以上
(28.5%以上)

労務費 1.01 1.03 1.05

工 事

4週6休 4週7休 4週8休以上
労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費(賃料) 1.01 1.03 1.04
共通仮設費率 1.01 1.03 1.04
現場管理費率 1.02 1.04 1.05
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【機密性２】
（６）旅費交通費の率化について

○旅費交通費の原則率化について、設計業務等標準積算基準書（参考資料）の一部改定。
○継続的に実態調査を行い、適宜見直しを図っていく。

位置図

従来の積算方法

現地作業

指名業者

（積算上の基地）

指名業者の内、最寄の業者の
所属する市役所等

Ａ者

区分 旅費交通費率
旅費交通費の上限

（千円）

測 量 業 務 直接人件費の0.56% 230

地 質 調 査 業 務 直接調査費の2.14% 1,026

土 木 設 計 業 務 直接人件費の0.63% 244

調 査 、 計 画 業 務 直接人件費の1.49% 597

原則率化

※ 旅費交通費＝（直接人件費または直接調査費）×率

１．改定概要
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【機密性２】

３．品確法を踏まえた積算基準の改定



【機密性２】
（７）間接工事費の施工地域補正の適用工種拡大（下水道工事）

○沿道の工事制約条件が多い都市部における実情を踏まえ、下水道工事に新たな地域補正区分を設定
下水道工事の対策

施工地域区分の改定

【大都市補正の概要】
交通量が多く、また住宅密集地のため安全管理に係る費用や建設機械等の仮置きヤード等の確保が困難であり、現場から離れた箇所へ日々回送、現場事務所や労働者
宿舎等に係る土地・建物の借り上げなど、費用が多大になっていることから、共通仮設費、現場管理費を補正しているもの。

施工地域区分 工種区分 対象

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

鋼橋架設工事

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

適用条件
補正係数 適用優先

大都市（２）

札幌市、仙台市、さいたま市、川口市、草加市、千葉市、市川市、船
橋市、習志野市、浦安市、東京特別区、八王子市、横浜市、川崎市、
相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸

市、尼崎市、西宮市、芦屋市、広島市、北九州市、福岡市の市街地
部が施工箇所に含まれる場合
※東京特別区、横浜市、大阪市の市街地部は、鋼橋架設工事のみ
対象とする

1.5 2

大都市（１）
東京特別区、横浜市、大阪市の市街地部が施工箇所に含まれる場
合 2.0 1

施工地域区分 工種区分 対象

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

鋼橋架設工事

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

下水道工事
（１）、（２）

大都市（２）

札幌市、仙台市、さいたま市、川口市、草加市、千葉市、市川市、船
橋市、習志野市、浦安市、東京特別区、八王子市、横浜市、川崎市、
相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸
市、尼崎市、西宮市、芦屋市、広島市、北九州市、福岡市の市街地
部が施工箇所に含まれる場合
※東京特別区、横浜市、大阪市の市街地部は、鋼橋架設工事、下水
道工事（１）、（２）を対象とする

1.5 2

適用条件
補正係数 適用優先

大都市（１）
東京特別区、横浜市、大阪市の市街地部が施工箇所に含まれる場
合 2.0 1

施工地域区分 工種区分 対象

鋼橋架設工事

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

大都市（１）、（２）

札幌市、仙台市、さいたま市、川口市、草加
市、千葉市、市川市、船橋市、習志野市、浦
安市、東京特別区、八王子市、横浜市、川崎
市、相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、
京都市、大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西
宮市、芦屋市、広島市、北九州市、福岡市の
市街地部が施工箇所に含まれる場合

1.2 2

適用条件
補正係数 適用優先 施工地域区分 工種区分 対象

鋼橋架設工事

舗装工事

電線共同溝工事

道路維持工事

下水道工事
（１）、（２）

適用条件
補正係数 適用優先

大都市（１）、（２）

札幌市、仙台市、さいたま市、川口市、草加
市、千葉市、市川市、船橋市、習志野市、浦
安市、東京特別区、八王子市、横浜市、川崎
市、相模原市、新潟市、静岡市、名古屋市、
京都市、大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西
宮市、芦屋市、広島市、北九州市、福岡市の
市街地部が施工箇所に含まれる場合

1.2 2

工 事

＜共通仮設費＞

＜現場管理費＞
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【機密性２】

○対象額700万円を超え10億円以下の場合（補正例）

【条件】 直接工事費２億円の河川・道路構造物工事
①対象額：純工事費２１６，６１２，０００円（純工事費＋支給品費＋無償貸付機械等評価額）
②施工地域：なし、③工期：３００日のうち、真夏日が５０日

【改定前】
現場管理費 ＝ 対象純工事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値）
53,936,000 ＝ 216,612,000 ×（（２４．９０％ × １．０ ）＋ ０％ ）

【改定後】
現場管理費 ＝ 対象純工事費 ×（（現場管理費率 × 補正係数）＋ 補正値）
補正値 ＝ ５０日 ÷ ３００日 × １．２＝０．２０
54,369,000 ＝ 216,612,000 ×（（２４．９０％ × １．０） ＋ ０．２０％)

（８）熱中症対策に資する現場管理費補正の導入等

現場管理費の対策

○工事現場の安全(熱中症)対策に係る費用とし、気候及び施工期間を考慮した現場管理費の補正を追加

対象工事・対象地域

○工事：主たる工種が屋外作業である工事 （工場製作工事は除く） ○地域：全国

補正方法

補正値（％）＝ 真夏日率※ × 補正係数 ※真夏日率 ＝ 工期期間の真夏日 ÷ 工期

・真夏日：日最高気温が３０度以上の日 ・工期：準備・後片付け期間を含めた工期 ・補正係数：１．２

対策費用として、現場管理費 約４３万円増

○補正は、工事期間中の日最高気温の状況に応じて変更時に補正する

工 事
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【機密性２】
（９）被災地域における間接工事費の補正係数＜継続＞

○工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足により、作業効率の低下が生じており、直接工事費だけでなく、間
接工事費（共通仮設費および現場管理費）についても現場の実支出が増大

背 景

○実態調査に基づき、間接費の割り増しを行う「復興係数」を導入 【平成26年2月～】
・補正対象地域：被災三県（岩手県、宮城県、福島県）
・補正対象工種：被災三県にて施工されるすべての土木工事
・補 正 方 法：対象額により算定した共通仮設費率及び現場管理費率に以下の復興係数を乗じる

共通仮設費：１．５ 現場管理費：１．２

東日本大震災に係わる対策

平成３１年度も現行の補正係数を継続

○実態調査に基づき、間接費の割り増しを行う「復興係数」を導入 【平成29年2月～、平成29年11月～】
・補正対象地域：熊本県
・補正対象工種：熊本県にて施工されるすべての土木工事
・補 正 方 法：対象額により算定した共通仮設費率及び現場管理費率に以下の復興係数を乗じる

共通仮設費：１．４(阿蘇・上益城地域)※、１．１ （その他県内）
現場管理費：１．１

※阿蘇・上益城地域の更なる割増については、平成29年11月1日以降に契約する工事から適用

熊本地震に係わる対策

工 事
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【機密性２】
（10）土木工事標準歩掛

１） 新規制定 【１工種】
①法面工（仮設用モルタル吹付工）

２） 維持修繕に関する歩掛の改定（適用範囲の拡大） 【３工種】
①構造物補修工（ひび割れ補修工）［充てん工法］、②構造物補修工
（ひび割れ補修工） ［低圧注入工法］、③構造物補修工（断面修復
工） ［左官工法］

３） 日当り施工量、労務、資機材等の変動により改定を行った工種
【９工種】
①軟弱地盤処理工（スラリー撹拌工）、②函渠工（大型プレキャストボック
スカルバート工）、③場所打杭工（全回転式オールケーシング工）、④場所
打杭工（ダウンザホールハンマ工）、⑤敷鉄板設置・撤去工、 ⑥路面切削工
（切削オーバーレイ工）、 ⑦トンネル工（ＮＡＴＭ）［発破工法］、⑧トン
ネル工（ＮＡＴＭ）［機械掘削工法］、⑨小断面トンネル工（ＮＡＴ
Ｍ）

土木工事標準歩掛の改定概要

土木工事標準歩掛は、土木請負工事費の積算に用いる標準的な施工条件における単位施工量当
り、若しくは日当りの労務工数、材料数量、機械運転時間等の所要量について工種ごとにとりまとめたも
ので、「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、新規工種の制定及び既存制定工種を改定

新規制定工種の改定概要

工 事
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【機密性２】

施工パッケージは、土木請負工事費の積算に用いる標準的な施工条件における機械経費、労務費、材料費を含んだ単位
施工量当り「単価」を施工パッケージ毎に設定したもので、 「施工合理化調査等の実態調査」の結果を踏まえ、施工パッケー
ジ単価を改定。

また、施工パッケージ標準単価は、施工実態の変動を反映させているとともに、機械、労務、材料単価の物価変動による乖
離が生じないように、毎年度単価の更新を行っています。

１）日当り施工量、労務、資機材等の改定を行った工種【１７工種】
①土工、②土工（ＩＣＴ）、③吹付法面とりこわし工、④排水構造物工、⑤コンクリート削孔工、⑥殻運搬、
⑦土工（砂防）、⑧路盤工、⑨路盤工（ＩＣＴ）、⑩アスファルト舗装工、⑪排水性アスファルト舗装工、
⑫立入り防止柵工、⑬路側工（据付け）、⑭道路付属物設置工、⑮舗装版破砕工、⑯側溝清掃工（人力
清掃工）、⑰沓座拡幅工

施工パッケージ関係 【１７工種】

（11）施工パッケージ関係

「施工パッケージ型積算方式標準単価表（参考資料）」の公表

施工パッケージ型積算方式の理解向上に資するため、施工パッケージ標準単価の代表機労材規格の
うち、代表機械規格及び代表労務規格の参考数量を「施工パッケージ型積算方式標準単価表（参考資
料）」として、国土技術政策総合研究所ＨＰに掲載（平成３１年３月末公表予定）。
（http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/theme_sekop.htm）

工 事
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【機密性２】

電気通信編は、土木工事標準歩掛のうち電気通信設備に関する標準歩掛かりをとりまとめたもので、実態調査を踏ま
え、既存制定工種を改定。

電気通信編の改定 【５工種】

１）歩掛改定【５工種】
①配管・配線工、②配線器具設置工、③通信配線工、④光ケーブル敷設工
上記４工種について、類似歩掛の集約等の改定を実施

（12）電気通信編の改定

作 業 種 別 細別規格 単 位 電 工 摘 要

屋内管内配線

5mm以下 100m 1.2
10mm以下 100m 2.3
15mm以下 100m 4.2
20mm以下 100m 5.5
30mm以下 100m 7.6
40mm以下 100m 10.0
50mm以下 100m 16.0
60mm以下 100m 28.0

作 業 種 別 細別規格 単 位 電 工 摘 要

屋外管内配線

5mm以下 100m 1.2
10mm以下 100m 2.3
15mm以下 100m 4.2
20mm以下 100m 5.5
30mm以下 100m 7.6
40mm以下 100m 10.0
50mm以下 100m 16.0
60mm以下 100m 28.0

作 業 種 別 細別規格 単 位 電 工 摘 要

管 内 配 線

5mm以下 100m 1.20
10mm以下 100m 2.30
20mm以下 100m 5.50
40mm以下 100m 10.00
50mm以下 100m 16.00
60mm以下 100m 28.00

ステンレスプレス型照明器具（従来） アルミ押出型照明器具（新型）

⑤トンネル照明設備設置工
トンネル照明設備設置工のＬＥＤ灯に新型トンネル照明器具（アルミ押出型照明器具）に対応した歩掛を追加

作 業 種 別 細 別 規 格 単 位 電 工 普通作業員 摘 要

L E D 灯
プレス型 台 0.30 0.55 落下防止含む
アルミ製 台 0.50 － 〃

工 事
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【機密性２】

機械設備編（機械設備積算基準）は、２省６機関で構成する「公共工事機械設備技術等各省連絡協議会」において検討を
行っており、「公共工事機械設備共同調査」の結果を踏まえ、既存制定工種の改定を実施。

機械設備編の改定 【３工種】

１）点検・整備における歩掛改定【３工種】

①一般共通

トンネル換気設備、非常用施設の直接経費率の

改定を実施

②水門設備

河川用水門設備、ダム用水門設備の管理運転

点検、目視点検、年点検における標準点検構成

人員、標準点検日数等の改定を実施

③揚排水ポンプ設備

揚排水ポンプ設備の区分及び構成の見直し、標

準点検工数、作業区分別工数比率、工数補正等

の改定を実施

（13）機械設備編の改定

図．河川用水門設備の例

図．揚排水ポンプ設備の例

扉体戸当り

開閉装置操作制御室

工 事
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【機密性２】

○弾性波探査業務：照査歩掛の新設

○弾性波探査業務：品質確保向上のために、弾性波探査業務において「照査」の歩掛を新設
※その他の歩掛においても、実態調査に合わせて適宜改定

１．改定概要

２．内容

職 種

区 分

直 接 人 件 費

技師長
主 任
技 師

技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員

計画準備 2.0 2.0 2.0
現地踏査 2.2 1.0
資料検討 0.5 1.5
解 析 1.2 2.0 3.5 5.0
照 査 0.5 0.8
報告書とりまとめ 1.5 2.0 4.0
合 計 3.2 9.5 12.0 5.0 2.0

発破法及びスタッキング法標準歩掛（受振点間隔５ｍ）
解析等調査業務費（１km当り）

※照査の適用範囲：計画準備、測線設定、観測、解析についての照査

（14）設計業務等標準歩掛

18
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